
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正により、住宅の構造及び設備が長期使
用構造等に該当すると認められる既存住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとす
る場合に、「長期優良住宅維持保全計画」を作成し、認定の申請をすることができます。

令和４年１０月１日から

建築行為を伴わない既存住宅の
認定制度が創設されました。

🏠 既存住宅（長期優良住宅維持保全計画）の認定申請手数料

※1 登録住宅性能評価機関にて交付される長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは
住宅性能評価書又はこれらの写し

※2 居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限ります。

区分

金額

確認書等※1を添付する場合
（事前審査を受ける場合）

広島市へ直接申請する場合
（事前審査を受けない場合）

一戸建ての住宅※2 １９,０００円 ７２,０００円

共同
住宅等

～500㎡以下 ３５,０００円 １６９,０００円

500㎡超～1,000㎡以下 ５８,０００円 ２７１,０００円

1,000㎡超～3,000㎡以下 ９７,０００円 ５３５,０００円

3,000㎡超～5,000㎡以下 １５５,０００円 ９５８,０００円

5,000㎡超～10,000㎡以下 ２３７,０００円 １,６４７,０００円

10,000㎡超～20,000㎡以下 ４０３,０００円 ３,０４８,０００円

20,000㎡超～30,000㎡以下 ５１０,０００円 ４,３５５,０００円

30,000㎡超～ ５８０,０００円 ５,３３５,０００円

長期優良住宅の認定を受けられるみなさまへ

🏠 認定申請に係る添付図書

登録住宅性能評価機関が交付する確認書等を添付して認定申請を行う場合の添付図書は、
次のとおりとなります。
詳細については、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」及び「広島市長

期優良住宅の認定等に関する要綱」をご確認ください。

添付図書

付近見取図 床面積求積図
工事履歴書（確認済証の写し等、新築
及び増改築の時期が確認できるもの）

配置図 ２面以上の立面図
居住環境基準及び災害配慮基準確認報
告書

各階平面図 断面図又は矩計図 要綱第3条各号に掲げる基準が適用され
る場合には、当該基準に適合している
ことを証する書類用途別床面積表 状況調査書

【お問い合せ先】

広島市都市整備局 住宅部 住宅政策課（広島市役所5階）

電話：082-504-2292 ／ E-mail：jutaku@city.hiroshima.lg.jp


